
◎スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本

スポーツ振興センター法の一部を改正する法律 
（令和二年一二月九日法律第七一号）（衆）   

一、 提案理由（令和二年一一月二四日・衆議院本会議） 

○左藤章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し

上げます。 

 本案は、スポーツを支える者の協力のもとにスポーツを行う者の心身の健康の保持増

進及び安全の確保等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、国民の心身の健全な発達、

明るく豊かな国民生活の形成等に資するため、スポーツ振興投票の対象の多様化や、ス

ポーツ振興投票の収益の使途の拡大等を行うものであり、その主な内容は次のとおりで

あります。 

 第一に、スポーツ振興投票の対象競技にバスケットボールを加えるとともに、単一試

合投票及び順位予想投票を実施することができるようにすること、 

 第二に、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、スポーツ振興投票に係る収益を

もって、冷暖房、照明設備等の整備、大規模災害又は感染症等が発生した場合の支援等

に充てることができること 

などであります。 

 本案は、去る十一月二十日、文部科学委員会において、賛成多数をもって委員会提出

の法律案とすることに決したものであります。 

 なお、本委員会におきまして、本案に関し、スポーツ振興投票の実施等に関する決議

が行われたことを申し添えます。 

 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

○決議（令和二年一一月二〇日） 

 我が国においては、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控える等、スポーツ

振興に対する機運が高まっており、オリンピック・パラリンピックのレガシーとして

「スポーツ立国」を実現するための方策を実現できる、中長期的な視点に立った財源を

確保することが求められている。他方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、

スポーツ大会等の中止・延期、スポーツ施設の閉鎖により運動の機会が失われる等、ス

ポーツ界は深刻な危機に直面している。 

 このような状況を踏まえ、スポーツを愛好する国民一人ひとりの自発的な寄附によっ

てスポーツを支えるというスポーツ振興投票制度の強化を図り、感染症対策も含めた迅

速な支援を実施するため、スポーツ振興投票の対象の追加、単一試合投票及び順位予想

投票の導入、収益の使途の拡大等を主な内容とするスポーツ振興投票の実施等に関する

法律等を改正する法律案を起草する運びとなった。 

 政府は、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振

興センター法の一部を改正する法律」の施行に当たり、次の事項に留意し、その運用に



ついて万全を期すべきである。 

一 スポーツ振興投票の寄附的な性格について理解の促進を図り、売上の向上に努める

とともに、スポーツ振興のための予算措置について、今後もなお一層その充実を図る

こと。 

二 独立行政法人日本スポーツ振興センターによるスポーツ振興投票対象試合開催機構

（以下「機構」という。）の業務に要する費用に係る支援の一部について、機構から

チームを保有する社員に対して、一の試合を対象とするスポーツ振興投票（以下「単

一試合投票」という。）のチームごとの売上を踏まえて配分することができるよう、

機構に対して必要な規程の整備を促すこと。 

三 海外リーグの試合については、単一試合投票の導入当初においては、対象として指

定しないこととし、単一試合投票の実施状況や購入者に対する影響等を踏まえて、単

一試合投票の対象とすることについて検討を行うこと。 

四 スポーツ振興投票の公正な運営を確保するため、機構に対して、チームの選手、監

督及びコーチ並びに審判員等に対する不正行為の防止等に係る研修の充実、アンチド

ーピング活動の充実、相談窓口の整備及び周知等に取り組むことを通じてスポーツ・

インテグリティの向上を図るよう促すこと。 

五 単一試合投票について、特定の結果に極めて多数の投票が集中するなど、通常想定

されない投票が行われた場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターにおいてこれ

を探知し、機構と情報共有を図る仕組みを構築すること。 

六 単一試合投票について、過去の試合結果等に基づき、当せん倍率が過度に高くなら

ない投票パターンを設定するよう留意すること。 

 右決議する。 

二、 参議院文教科学委員長報告（令和二年一二月二日） 

○太田房江君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、衆議院文部科学委員長の提出によるものであり、スポーツを行う者の心

身の健康保持増進等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、活力ある社会の実現及び

国際社会の調和ある発展等に資するため、スポーツ振興投票の対象の多様化及び収益の

使途の拡大等を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、国のスポーツ振興予算の拡充の必要性、対象競技へのバスケ

ットボールの追加と単一試合投票の導入を行う理由等について質疑が行われましたが、

その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の山下委員より反対の意見が述

べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 



 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和二年一二月一日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、スポーツ振興投票の寄附的な性格について理解の促進を図り、売上の向上に努める

とともに、スポーツ振興のための予算措置について、今後もなお一層その充実を図る

こと。 

二、独立行政法人日本スポーツ振興センターによるスポーツ振興投票対象試合開催機構

（以下「機構」という。）の業務に要する費用に係る支援の一部について、機構から

チームを保有する社員に対して、一の試合を対象とするスポーツ振興投票（以下「単

一試合投票」という。）のチームごとの売上を踏まえて配分することができるよう、

機構に対して必要な規程の整備を促すこと。 

三、海外リーグの試合については、単一試合投票の導入当初においては、対象として指

定しないこととし、単一試合投票の実施状況や購入者に対する影響等を踏まえて、単

一試合投票の対象とすることについて検討を行うこと。 

四、スポーツ振興投票の公正な運営を確保するため、機構に対して、チームの選手、監

督及びコーチ並びに審判員等に対する不正行為の防止等に係る研修の充実、アンチ・

ドーピング活動の充実、相談窓口の整備及び周知等に取り組むことを通じてスポー

ツ・インテグリティの向上を図るよう促すこと。 

五、単一試合投票について、特定の結果に極めて多数の投票が集中するなど、通常想定

されない投票が行われた場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターにおいてこれ

を探知し、機構と情報共有を図る仕組みを構築すること。 

六、単一試合投票について、過去の試合結果等に基づき、当せん倍率が過度に高くなら

ない投票パターンを設定するよう留意すること。 

七、スポーツ振興投票の収益の配分に当たっては、運動部活動の受皿ともなる地域スポ

ーツ活動の充実や、特に人的・財政的基盤が脆弱な障害者スポーツ団体を含めスポー

ツ団体の運営基盤の強化に適切に配慮すること。 

  右決議する。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


